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平成 30 年 3 月にスポーツ庁から「運動部活動等に関する実態調査報告書」（以下「報告書」という。）が公開

されるとともに、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン※」（以下「ガイドライン」という。）が発表さ

れた。ガイドラインでは運動部活動における休養日及び活動時間を以下のように記載している。 

 

○ 学期中は、週当たり 2 日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも 1 日、土曜日及び日曜日（以下「週末」 

という。）は少なくとも 1 日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に 

振り替える。） 

○ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取ることができると 

ともに、運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン） 

を設ける。 

〇  1 日の活動時間は、長くとも平日では 2 時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む）は 3 時間程度と 

し、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

 

また、資料の表 1 は報告書で触れられている運動部活動の活動日数と時間、表 2〜4 は生徒や教員、保護

者の部活動等に対する悩みや課題に関する調査結果である。これらに関する以下の問に答えなさい。 

 

問１．ガイドラインで示されている休養日及び活動時間を実現させることによって得られる利点について、 

表 1～4 の結果とあなた自身の経験を踏まえて論じなさい。 

 

問２．ガイドラインで示されている休養日及び活動時間を実現させようとしたときに直面するであろう課題とその 

解決方法について、表 1〜4 の結果とあなた自身の経験を踏まえて論じなさい。 

 

※ ガイドラインは義務教育である中学校段階の運動部活動を主な対象としているが、基本的な考え方は高等 

学校段階の運動部活動においても原則的に適用し、速やかに改革に取り組むとされている。 



 

＜資料＞「平成 29 年度運動部活動等に関する実態調査報告書より抜粋」 

 

 

表 1 生徒の活動日数・活動時間（生徒による報告） 

 
 
 
表 2 生徒の部活動や学校生活での悩み（該当するものを全て回答） 

 
 
 



 
表 3 教員の部活動に関する課題や悩み（該当するものを全て回答） 

 
 

 
表 4 子どもの部活動に関する保護者の悩み（該当するものを全て回答） 

 
 
 
 
注：各表の表題は本試験の問題に適合するように本学において付したものである。 

  表中の n は回答数、%は回答割合を示している。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「スポーツ庁平成 29 年度運動部活動等に関する実態調査報告書」、東京書籍、平成 30 年 3 月 


